
多
様
な
町
民
の
声
を 

切
り
捨
て
る
も
の 

―
議
員
定
数
削
減
条
例
案
不
成
立
―

 
 

甲
良
町
議
会
の
定
数
を
現
在
の
14
か
ら
12
に
削
減

す
る
条
例
改
正
案
が
提
出
さ
れ
ま
し
た
が
、
賛
成
４
人

の
少
数
で
否
決
さ
れ
ま
し
た
。 

 

議
員
定
数
削
減
条
例
を
提
出
し
た
の
は
中
田
議
員
。

賛
同
者
は
大
町
議
員
、
川
副
議
員
。
13
日
の
提
案
時
に

は
西
澤
、
大
町
、
藤
堂
、
池
田
、
北
川
豊
昭
各
議
員
が

そ
れ
ぞ
れ
提
案
者
に
質
問
し
ま
し
た
。 

 

16
日
の
討
論
・
採
決
で
は
川
副
、
田
中
各
議
員
が
賛

成
討
論
を
、
西
澤
議
員
が
反
対
討
論
。
賛
成
者
は
中
田
、

大
町
、
川
副
、
田
中
各
議
員
の
少
数
で
否
決
さ
れ
ま
し

た
。
西
澤
議
員
の
反
対
討
論
は
つ
ぎ
の
概
要
で
す
。 

＊ 
 

 
 

＊ 
 

 
 

＊ 
 

 
 

＊ 

西
澤
議
員
は
議
員
の
仕
事
が
、
町
民
と
行
政
の
パ
イ
プ

役
、
要
望
を
反
映
す
る
、
行
政
の
間
違
い
を
正
す
と
い
う

重
要
な
役
割
を
あ
げ
、
町
民
の
な
か
に
「
議
員
を
減
ら

せ
」と
の
声
が
出
る
背
景
と
し
て
、
役
に
立
た
な
い
議
員
、

「何
で
も
賛
成
」の
議
員
、
行
政
の
御
用
議
員
、
質
問
も
発

言
も
ほ
と
ん
ど
し
な
い
議
員
が
多
い
た
め
だ
と
指
摘
。
そ

し
て
、
議
員
定
数
の
削
減
は
町
長
や
行
政
側
に
は
何
の

緊
張
感
も
、
痛
み
も
感
じ
な
い
ど
こ
ろ
か
、
議
会
の
権

限
・機
能
強
化
と
逆
の
作
用
が
生
ま
れ
、
提
案
者
が
め
ざ

し
て
い
る
「特
別
職
給
与
削
減
」
な
ど
の
行
政
経
費
削
減

と
つ
な
が
ら
な
い
危
険
が
あ
る
と
警
告
。
そ
の
上
で
西
澤

議
員
は
、
①
現
在
一
人
の
議
員
に
四
七
一
人
の
有
権

者
を
代
弁
し
て
い
る
例
を
あ
げ
、
な
に
よ
り
も
定
数
の

削
減
は
民
意
の
切
捨
て
に
な
る
こ
と
。
②
「議
員
も
痛

み
を
自
ら
受
け
る
」
と
言
う
が
、
現
在
の
議
員
は
痛
み

を
受
け
ず
、
次
期
改
選
の
候
補
者
に
痛
み
を
押
し
付

け
る
も
の
と
な
る
。
③
報
酬
削
減
の
方
が
即
、
経
費
削

減
で
き
る
。
④
、
事
業
、
財
政
計
画
全
体
の
見
直
し
が

出
て
い
な
い
段
階
で
、
時
期
早
尚
。
こ
れ
か
ら
も
充
分

に
相
談
で
き
る
こ
と
。  

（討
論
要
旨
は
裏
面
参
照
） 

 

 小学校 中学校 
甲良町 2000 3000 
豊郷町 3000 5000 
多賀町 2000 3500 
愛知川町・秦荘町 3000 6000 
びわ町・浅井町・虎姫町 バス代全額 15000 
高月町 5000 10000 
余呉町 10000 20000 
西浅町 5000 12000 

▼小・中学校修学旅行補助金比較

西
澤
議
員
は
９
月
議
会
で
、
山
本
町
政
の
20
年
間
を
お
も

な
テ
ー
マ
と
し
て
一
般
質
問
を
行
な
い
ま
し
た
。
シ
リ
ー
ズ

で
山
本
町
政
20
年
の
歩
み
の
一
部
で
す
が
、
み
な
さ
ん
と
ご

い
っ
し
ょ
に
考
え
た
い
と
思
い
ま
す
。 

憲
法
の
「
義
務
教
育
無
償
」 

を
優
先
し
て
保
障
せ
よ 

 

西
澤
議
員
は
、
平
成
10
年
に
町
が
行
な
っ
た
同

和
地
区
実
態
調
査
を
引
用
し
な
が
ら
、
低
所
得
者
が

多
数
に
わ
た
る
こ
と
や
滞
納
の
累
積
な
ど
の
実
態

か
ら
、
経
済
的
理
由
で
義
務
教
育
に
困
難
が
生
じ
な

い
よ
う
家
計
を
応
援
す
る
必
要
あ
り
、
と
提
起
。
そ

の
ひ
と
つ
と
し
て
、
就
学
援
助
制
度
の
徹
底
と
民
主

的
運
用
、
そ
し
て
小
中
学
校
修
学
旅
行
の
補
助
の
拡

充
を
求
め
ま
し
た
。
調
査
に
基
づ
き
、
他
町
の
補
助

額
と
比
較
し
（
左
表
）、
甲
良
町
が
一
番
低
額
で
あ

る
こ
と
が
明
ら
か
に
。
そ
し
て
、
少
数
の
エ
リ
ー
ト

よ
り
も
、
だ
れ
も
が
安
心
し
て
学
べ
る
環
境
づ
く
り

を
優
先
す
べ
き
で
は
な
い
か
、
と
た
だ
し
ま
し
た
。

教
育
委
員
会
の
担
当
課
は
、
財
政
の
問
題
も
あ
る
の

で
検
討
し
た
い
、
な
ど
答
弁
。 

予
算
は
、
余
呉
町
な
み
に
小
学
１
万
円
、
中
学
２

万
円
に
引
き
上
げ
て
も
、
３
０
０
万
円
以
内
で
可

能
。
一
生
に
一
度
し
か
な
い
修
学
旅
行
を
豊
か
に
、

経
済
的
格
差
な
く
、
ど
の
子
も
安
心
し
て
体
験
で
き

る
よ
う
応
援
す
べ
き
で
す
。
運
動
公
園
事
業
な
ど
に

熱
中
す
る
一
方
で
、
こ
れ
ら
の
施
策
に
手
を
抜
い
て

き
た
実
態
が
問
わ
れ
て
い
ま
す
。 
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議員定数削減について 討論要旨 
提出者中田議員、賛同者大町、川副議員により提案された同条例は賛成

者 4議員の少数で否決された。西澤議員の反対討論を紹介します。 

甲良町 9月議会 2005.9.16 西澤伸明
 

町民と行政のパイプ役、要望を反映する、行政の間違いを正すという議

員の重要な役職を考えると、同じ人口規模で16人、18 人としている町も少

なからず存在します。一般論として、「議員を減らせ」との声が出る背景とし

て、役に立たない議員、「何でも賛成」の議員、行政の御用議員、質問も

発言もほとんどしない議員が多いために「もっと議員は少なくていい」と町

民・有権者が考える根拠があることは否めません。 

議員定数の削減は町長や行政側には何の緊張感も、もちろん痛みも感

じないどころか、議会の権限・機能強化と逆の作用が生まれます。それは

発言の機会が減り、追求の手が弱まることなど・・・いろいろな効果となっ

て、当初、提案者が目的としたところの「特別職給与削減」が達成できない

恐れが充分に考えられます。 

「日本共産党だから定数削減は絶対反対」という事はありません。人口

が大幅に減少したときなど、削減して財政節約に貢献しなければならない

ときなど「現実の状況に対し、道理に即して町民の立場で検討する」という

のが私達の不動の立場です。現在甲良町では３つの委員会があり、５：５：

４という配分になっています。12 人という事は委員会すべてで 4 人となり、

審議が縮小されるおそれも考えられます。 

「議員定数削減」の動きは大方の場合、地方政治・行政の中でムダづか

いや不正・不公平には全く手を付けずに「町民の声を切る」ことにもっぱら

の目的があるのが常であり、賛成することができません。 

 

よって次の理由で賛成できないことを表明するものです。 

１ 、なによりも定数の削減は民意の切捨てになる。 
これは民主主義の問題です。住民を守ろうとして張った網に住民の

手足が絡みつくという結果にならざるを得ない。 

２ 、現議員の痛みにはならない 

「議員も痛みを自ら受ける」と言いますが、経費的にも削減になら

ず、現在の議員は痛みを受けず、次期改選の候補者に痛みを押し付

けるものとなる、全く矛盾する提案と言わねばならない。 

３ 、報酬削減の方が即、経費削減できる 
給与の削減といっても、30 万や 40 万円の報酬ではないので大変夢

も希望もなくなる話しですが、町全体の計画を策定する上で、緊急避

難的に、議会が率先する、と言う意味では私達の議員報酬を何割か

削減する案の方が、実効性はあります。 

４ 、特別職の給与削減につながるかは全くの不確定 
特別職給与の削減案をはじめ、自立メニューを豊富にそろえ、収入

財源の確保や収支の展望も充分相談たうえで、この提案がなされてい

ないこと。 

５ 、時期早尚といわざるをえない 
10 月の町長選挙も迫り、どのように展開するのか未知数の段階で、

次期議会改選の定数だけ削減方向を決定するのは、あまりにも時期

早尚といわざるをえないこと。 

12 月議会、来年の３月議会の機会もあり、定数削減の問題をはじ

め、議会経費の削減全体像を良く相談することが肝要であること。 

以上、いま決定してしまえば、以上の理由から、提案者の目的が達

成されない可能性もあること、を申し述べ、反対討論とします。 

 


